
議案第 11号  

 

 

   西脇市下水道条例及び西脇市水道事業給水条例の一部を  

改正する条例の制定について  

 

 

 西脇市下水道条例及び西脇市水道事業給水条例の一部を改正する条  

例を次のように定める。  

 

 

  令和８年２月 24日  

 

 

                 西脇市長  片  山  象  三    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （理  由）  

 災害その他非常の場合において、市長又は管理者が認めるときは、

他の市町村長の指定を受けた者等が排水設備及び給水装置の工事を行

うことができるよう、所要の改正を行う必要があるため。  

 



 
 

 
西

脇
市

下
水

道
条

例
及

び
西

脇
市

水
道

事
業

給
水

条
例

の
一

部
を

改
正

す
る

条
例

 

   
（

西
脇

市
下

水
道

条
例

の
一

部
改

正
）

 

第
１

条
 

西
脇

市
下

水
道

条
例

（
平

成
1
7
年

西
脇

市
条

例
第

 
1
4
1
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

 
 

次
の

表
の

改
正

前
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
を

同
表

の
改

正
後

の
欄

に
掲

げ
る

規
定

に
、

下
線

で
示

す
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

 
改

 
 

 
 

 
正

 
 

 
 

 
後

 
改

 
 

 
 

 
正

 
 

 
 

 
前

 

 
（
排
水
設
備
の
工
事
の
設
計
及
び
施
工
）
 

第
５
条
 
排
水
設
備
の
新
設
等
の
工
事
の
設
計
及
び
施
工
（
規
則
で
定
め
る
軽
微
な
も
の
を
除

く
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
市
長
が
指
定
し
た
排
水
設
備
工
事

 
業
者
（
以
下
「
指
定
工
事
店
」
と
い
う
。
）
で
な
け
れ
ば
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、

 
災
害
そ
の
他
非
常
の
場
合
に
お
い
て
、
市
長
が
他
の
市
町
村
長
（
地
方
公
営
企
業
法
（
昭
和

27
年
法
律
第
 2
92
号
）
第
７
条
の
規
定
に
よ
り
置
か
れ
た
下
水
道
事
業
の
管
理
者
を
含
む
。
）

の
指
定
を
受
け
た
者
に
排
水
設
備
の
新
設
等
の
工
事
の
設
計
及
び
施
工
を
行
わ
せ
る
必
要
が

あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

２
 
（
略
）
 

 
（
占
用
）
 

第
23
条
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

 
⑴
～
⑶
 
（
略
）
 

 
⑷
 
地
方
公
共
団
体
の
行
う
事
業
で
、
地
方
公
営
企
業
法
第
２
条
第
１
項
に
規
定
す
る
地
方

公
営
企
業
以
外
の
事
業
に
係
る
占
用
物
件
 

３
 
（
略
）
 

 

 
（
排
水
設
備
の
工
事
の
設
計
及
び
施
工
）
 

第
５
条
 
排
水
設
備
の
新
設
等
の
工
事
の
設
計
及
び
施
工
（
規
則
で
定
め
る
軽
微
な
も
の
を
除

く
。
）
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
市
長
が
指
定
し
た
排
水
設
備
工
事
業
者
（
以
下

「
指
定
工
事
店
」
と
い
う
。
）
で
な
け
れ
ば
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
 

    ２
 
（
略
）
 

（
占
用
）
 

第
23
条
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

 
⑴
～
⑶
 
（
略
）
 

 
⑷
 
地
方
公
共
団
体
の
行
う
事
業
で
、
地
方
公
営
企
業
法
（
昭
和
27
年
法
律
第
 2
92
号
）
第

２
条
第
１
項
に
規
定
す
る
地
方
公
営
企
業
以
外
の
事
業
に
係
る
占
用
物
件
 

３
 
（
略
）
 

 

 
（

西
脇

市
水

道
事

業
給

水
条

例
の

一
部

改
正

）
 

第
２

条
 

西
脇

市
水

道
事

業
給

水
条

例
（

平
成

1
7
年

西
脇

市
条

例
第

 
1
7
1
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

 
 

次
の

表
の

改
正

前
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
を

同
表

の
改

正
後

の
欄

に
掲

げ
る

規
定

に
、

下
線

で
示

す
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

 
改

 
 

 
 

 
正

 
 

 
 

 
後

 
改

 
 

 
 

 
正

 
 

 
 

 
前

 

  
（
給
水
装
置
工
事
の
施
行
）
 

第
７
条
 
給
水
装
置
工
事
は
、
管
理
者
又
は
管
理
者
が
法
第
16
条
の
２
第
１
項
の
指
定
を
し
た

者
（
以
下
「
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
」
と
い
う
。
）
が
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
災
害
そ

の
他
非
常
の
場
合
に
お
い
て
、
管
理
者
が
他
の
水
道
事
業
者
（
法
第
３
条
第
５
項
に
規
定
す

る
水
道
事
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
他
の
水
道
事
業
者
が
法
第
16
条
の
２
第
１
項

の
指
定
を
し
た
者
（
以
下
「
他
の
水
道
事
業
者
等
」
と
い
う
。
）
に
給
水
装
置
工
事
を
施
行

さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

２
 
前
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
及
び
他
の
水
道
事
業
者
等
（
以
下
「
指

 

 
（
給
水
装
置
工
事
の
施
行
）
 

第
７
条
 
給
水
装
置
工
事
は
、
管
理
者
又
は
管
理
者
が
法
第
16
条
の
２
第
１
項
の
指
定
を
し
た

者
（
以
下
「
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
」
と
い
う
。
）
が
施
行
す
る
。
 

    ２
 
前
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
が
給
水
装
置
工
事
を
施
行
す
る
場
合
は
、

 



 定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
等
」
と
い
う
。
）
が
給
水
装
置
工
事
を
施
行
す
る
場
合
は
、
あ
ら

か
じ
め
、
管
理
者
の
設
計
審
査
（
使
用
材
料
の
確
認
を
含
む
。
）
を
受
け
、
か
つ
、
工
事
し

ゅ
ん
工
後
に
管
理
者
の
工
事
検
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

３
 
前
項
に
規
定
す
る
設
計
審
査
及
び
し
ゅ
ん
工
検
査
に
つ
い
て
は
、
手
数
料
を
徴
収
す
る
。

４
～
６
 
（
略
）
 

（
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
）
 

第
８
条
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

３
 
前
項
に
規
定
す
る
指
定
工
事
業
者
証
の
交
付
に
つ
い
て
は
、
手
数
料
を
徴
収
す
る
。
 

４
 
（
略
）
 

（
給
水
管
及
び
給
水
用
具
の
指
定
）
 

第
９
条
 
（
略
）
 

２
 
管
理
者
は
、
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
等
に
対
し
、
配
水
管
に
給
水
管
を
取
り
付
け
る

工
事
及
び
当
該
取
付
口
か
ら
メ
ー
タ
ー
ま
で
の
工
事
に
関
す
る
工
法
、
工
期
そ
の
他
の
工
事

上
の
条
件
を
指
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

３
 
（
略
）
 

（
給
水
装
置
の
基
準
違
反
に
対
す
る
措
置
）
 

第
40
条
 
（
略
）
 

２
 
管
理
者
は
、
水
の
供
給
を
受
け
る
者
の
給
水
装
置
が
、
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
等
の

施
行
し
た
給
水
装
置
工
事
に
係
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
そ
の
者
の
給
水
契
約
の
申
込
み
を

拒
み
、
又
は
そ
の
者
に
対
す
る
給
水
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
施
行
規
則
第

13
条
で
定
め
る
給
水
装
置
の
軽
微
な
変
更
で
あ
る
と
き
又
は
当
該
給
水
装
置
の
構
造
及
び
材

質
が
そ
の
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

 

あ
ら
か
じ
め
、
管
理
者
の
設
計
審
査
（
使
用
材
料
の
確
認
を
含
む
。
）
を
受
け
、
か
つ
、
工
 

事
し
ゅ
ん
工
後
に
管
理
者
の
工
事
検
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
３
 
前
２
項
に
規
定
す
る
設
計
審
査
及
び
し
ゅ
ん
工
検
査
に
つ
い
て
は
、
手
数
料
を
徴
収
す
る
。

４
～
６
 
（
略
）
 

（
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
）
 

第
８
条
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

３
 
前
２
項
に
規
定
す
る
指
定
工
事
業
者
証
の
交
付
に
つ
い
て
は
、
手
数
料
を
徴
収
す
る
。
 

４
 
（
略
）
 

（
給
水
管
及
び
給
水
用
具
の
指
定
）
 

第
９
条
 
（
略
）
 

２
 
管
理
者
は
、
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
に
対
し
、
配
水
管
に
給
水
管
を
取
り
付
け
る
工

事
及
び
当
該
取
付
口
か
ら
メ
ー
タ
ー
ま
で
の
工
事
に
関
す
る
工
法
、
工
期
そ
の
他
の
工
事
上

の
条
件
を
指
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

３
 
（
略
）
 

（
給
水
装
置
の
基
準
違
反
に
対
す
る
措
置
）
 

第
40
条
 
（
略
）
 

２
 
管
理
者
は
、
水
の
供
給
を
受
け
る
者
の
給
水
装
置
が
、
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
の
施

行
し
た
給
水
装
置
工
事
に
係
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
そ
の
者
の
給
水
契
約
の
申
込
み
を
拒

み
、
又
は
そ
の
者
に
対
す
る
給
水
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
施
行
規
則
第
13

条
で
定
め
る
給
水
装
置
の
軽
微
な
変
更
で
あ
る
と
き
又
は
当
該
給
水
装
置
の
構
造
及
び
材
質

が
そ
の
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

 

 

 
 

 
附

 
則

 

 
こ

の
条

例
は

、
公

布
の

日
か

ら
施

行
す

る
。

 

 


